
１．はじめに

PFI（Private Finance Initiative）事 業 は
1999 年 7 月に制定された「民間資金等の活用
による公共施設等の整備等の促進に関する法
律」（以下，PFI 法）に基づく制度で，イギリ
スにルーツを持つ。PFI 事業は民間企業が資
金を調達し，その経営ノウハウにより，質の高
いサービスをより効率的に提供することを期待
した仕組みで，様々な分野で PFI 事業が導入
されている。

国は PFI 事業を積極的に進めようと，2013
年の「PPP/PFI の抜本改革に向けたアクショ
ンプラン」を策定し，2022 年改定版では，今
後 10 年間の新たな目標を 30 兆円に設定してい
る。内閣府によると，2020 年度末までに 875
件1）の実施方針が策定されている。
一方，これまで公立病院に PFI 事業を導入

したのは 15 病院にとどまっている。PFI 法制
定後，公立病院に PFI 事業を導入しようとす
る動きは表 1のとおり早かった。2001 年 2 月
には高知県・高知市病院企業団立高知医療セン
ターが，2001 年 5 月には近江八幡市立総合医
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要 旨

PFI 事業を導入した先行 3病院のうち 2病院が契約解除となっている。本稿では，国が PFI 事業
を積極的に推進している中，もう 1病院（八尾市立病院）の PFI 事業の状況を確認することで，公
立病院の PFI 事業を否定的にとらえたままでいいのかを考察する。
そのため，先行研究が契約解除の一因とした「運営面における公民のパートナーシップ」をうまく

構築できなかったとの指摘に着目し，八尾市立病院における状況を確認する。また，先行研究におけ
る契約解除 2事例が経営破たんしたとの指摘を受け，八尾市立病院の経営状況について確認するな
ど，これら 2点から検証を行った。
その結果，八尾市立病院は，運営面・経営面ともに問題ない状況が確認されたことから，契約解除

2事例の検討をもって，公立病院の PFI 事業を否定的にとらえることは，早計であるとの結論を得
た。

キーワード：PFI，契約解除，公民のパートナーシップによる運営，
病院の経営状況，八尾市立病院
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療センターが，2002 年 9 月には八尾市立病院
が実施方針を策定し導入を決めている。財政的
に厳しい状況にあって，PFI 事業を導入する
ことで，民間資金を活用し，老朽化した施設・
設備の更新が可能になるのではないかとして，
PFI 事業の動向に公立病院関係者は注目して
いた。しかし，高知医療センターと近江八幡市
立総合医療センターという先行 3事例中 2事例
が PFI 事業を始めて早々，契約解除になった
ことで，PFI 事業に対する見方が変わり，公
立病院における PFI 事業が否定的に評価され
るようになった。
では，公立病院における PFI 事業を否定的

にとらえたままでいいのかというと，筆者はそ
のまま否定的な見解を続けることに疑問を感じ
ている。国において PFI 事業を積極的に推進
しようとしており，先行事例中もう 1事例であ
る八尾市立病院は第 1期目の PFI 事業の契約
期間約 15 年を終え，第 2期として PFI 事業を
継続している。このような状況からも，公立病
院に PFI 事業を導入する是非を再検証する必
要があると考えている。
これまで筆者は，先行研究において PFI 病

院2）を否定的にとらえる点として指摘をされて
きた「VFM の評価」について朴井（2019）
で，「モニタリングの実施」について朴井
（2022）でそれぞれ検証を進め，PFI 病院全て
に当てはまるものではないことを示してきた。
そして本稿では，先行研究での契約解除 2事

例で課題とされた点のうち，筆者が次の研究課

題としていた PFI 病院における運営面と経営
面について，八尾市立病院の PFI 事業につい
て検証する。そのことで，先行研究が契約解除
2事例をもって，公立病院の PFI 事業を否定
的にとらえるという結論が早計であったことを
示していく。

２．先行研究における指摘と検証の視点

①運営面における公民のパートナーシップ
PFI 病院に対する否定的な見解を繰り返し

発信してきたのは，公認会計士の長隆3）氏であ
る。長（2013）は「誤れる民活『病院 PFI』」
と題した論考の中で，「今の経済環境の中では，
少なくとも病院だけは絶対に PFI をやっては
いけない」4）と指摘している。この表題から長
氏が病院 PFI を否定的にとらえているのは明
確であるものの，その論述から根拠を読み解く
ことは筆者には難しい。長隆氏はホームページ
ニュース5）で，愛媛県立中央病院の PFI 事業導
入に際し次の通りコメントしている。おそら
く，このコメントの中に PFI 病院を否定する
根拠があると推察される。
コメントでは，PFI 事業に対する見解を述

べる中で，「すでに周辺業務は民間委託してい
るものが多い。そこに SPC6）というものが入
る。利益を確保するのだから，安くなるはずが
ない。しかも公の側が，直接，周辺業務を担う
協力企業に指揮命令できない。ややこしくなる
だけ。」としている。

表 1 先行 PFI 病院の 3病院の状況

病院名（病床数） 実施方針公表月 実施又は契約期間

八尾市立病院（380） 2002 年 9 月 2004 年 3 月～2019 年 3 月
（第 2期：2019 年 3 月～2034 年 3 月）

近江八幡市立総合医療センター（407） 2001 年 5 月 2006 年 10 月～2036 年
（契約解除：2009 年 3 月）

高知県・高知市病院企業団立高知医療センター
（620）

2001 年 2 月 2002 年 12 月～2032 年 3 月
（契約解除：2010 年 3 月）

出所：筆者作成
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佐野（2011）は，「医療法等の制約から，営
利法人が診療業務を担うことはできないとされ
ており，PFI を導入する際にも，PFI が設
計・建設・管理運営・資金調達を一体的に民間
主体に委ねる手法でありながら，管理運営のコ
アとなる診療業務を対象範囲に含めることがで
きない」7）と説明している。このコアとなる診
療業務を含まないことが公立病院における
PFI 事業の特徴の 1つといえる。
このため，佐野（2011）は「コア業務たる診

療業務を担うのは公共（公立病院）となり，
PFI 手法を担う民間主体（SPC）は，①医療法
施行令で定められた 8業務，②医療事務，物
品・物流管理など，その他医療関連業務，③医
療機器や医薬品・診断材料等の調達業務等，④
維持管理・その他業務といった診療業務周辺の
ノンコア業務を対象とすることになる」8）と説
明している。すなわち，図 1の網掛け部分をノ
ンコア業務として PFI 病院の業務範囲とする
ことが可能である。
また，佐野（2011）は「コア業務とノンコア

業務を担う主体が分離していることが，病院
PFI 最大の特徴の一つであり，病院 PFI を円
滑に進めるに当たっては，行政と SPC が密接

に連携し病院サービスの提供に取り組むことが
重要なポイントとなる」9）としている。つまり，
コア業務を行う公共とノンコア業務を担う民間
が共存し，両者の連携が円滑であることが求め
られる。そのためには，病院運営におけるコミ
ュニケーションの活性化などにより高められる
「公民のパートナーシップ」の構築が必要とな
ってくる。
長氏は主体が増えややこしくなるとしている

ことから，公民のパートナーシップが PFI 事
業には必要で，これらがうまく運用されている
かを検証の視点として設定したい。

②病院の経営状況
次に，入谷（2009）は契約解除 2事例におけ

る「経営の課題」として，「病院経営が危機的
な状況であるにもかかわらず，総額契約である
ため固定経費化した SPC へ支払いを続けなけ
ればならず，医業収益に応じた経費削減をする
ことができなかった」10）と指摘している。また，
松尾（2010）は「PFI 方式を導入した『近江
八幡総合医療センター』が契約の解除を行った
ことが大きな話題となった。この契約解除は，
経営破綻によって引き起こされたものであ

図 1 病院 PFI の対象可能業務
出所：佐野（2011）
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る」11）と指摘している。
病院経営は，医療者が診療を提供した対価と

して，厚生労働省の定めた診療報酬制度に基づ
き収益を上げるというビジネスモデルである。
PFI 病院では診療を行わない民間のノンコア
業務は収益に直結しないことから，病院経営は
公共側の責任によるものである。また，医業収
益に占める職員給与費の割合は 50％を超える
場合が多い。すなわち，経費構成でも半分以上
は公共側のものであり，PFI 事業関連のもの
だけで経営破たんするとの先行研究の指摘は，
少し乱暴ではないかと感じる。また，PFI 事
業により病院経営が破たんしたとの主張は，病
院運営の性質と PFI 病院の特性への理解の不
充分さから発していると考えられる。
しかし，公立病院として，持続的に医療を提

供し続けることを考えたとき，公共側の経営状
況に注目が集まるのはやむを得ないであろう。
病院経営に無関心でいいわけはなく，経営的な
基盤が安定する必要があることはいうまでもな
い。実際，契約解除した 2事例では，経営状況
の悪化が一因であると説明されている。
PFI 事業者が直接収益をあげるものではな

いにしろ，病院事業は原則的には医業収益によ
り医業費用をまかなう必要がある公営企業とし
ての側面を有する。そのため，PFI 事業を導
入したことによる経営状況は注視される。それ
が，PFI 事業を導入した全ての病院事業の収
支が悪化するようでは，公立病院の PFI 事業
が否定的にとらえられても仕方がない。また，
契約解除案件では経営状況の悪化にも注目され
ていることから，病院の経営状況や財政的な効
果があるかとの点も避けては通れないため，実
際の「病院の経営状況」がどうなのかについ
て，検証の視点として設定したい。

３．研究方法

①先行研究でふれられなかったこと
以上のとおり，「運営面における公民のパー

トナーシップ」と「病院の経営状況」の 2点を
検証の視点の基準として，本稿では検討してい
くが，PFI 病院を否定的にとらえた先行研究
において見過ごされていた，先行 PFI 病院の
見解を紹介しておく。
高知医療センターの契約解除時の病院長であ

った堀見（2010）は，「高知医療センター内に
2008 年 4 月から新たに立ち上げた経営改善委
員会は，経営改善における従来の行政事務偏重
を排除し，医療者を中心に，同規模の黒字病院
を検証し，経営情報を分析し，広報と地域医療
連携を中心に，次々に新たな取り組みを遂行し
た。その効果は急速に現れ，2008 年 10 月頃か
ら入院・外来患者数の増加，医事業務の質の向
上などにより，経営は右肩上がりに改善してい
る。（略）SPC によって，医薬品などは安価で
購入でき，評価された。さらに患者サービスや
アメニティ，広報や医療連携にも，従来の病院
運営にはなかった『民のノウハウ』が発揮さ
れ，新しい民間ならではの企画の実践は PFI
事業の大きな効果であった」12）との認識を示し
ている。このように契約解除になった案件にお
いて，民間の運営面への取り組みや経営面への
貢献に対し，契約解除後に現場の声として好意
的なものが発信されている。
また，先行 PFI 病院である 3病院で開催さ

れていた連絡会について，朴井（2016）は次の
ように紹介している。「病院 PFI 連絡会は 3回
開催されている。1回目と 2回目は当院で，平
成 19 年 12 月と平成 20 年 7 月に開催し，3回
目は近江で平成 21 年 1 月に開催している。議
論は前向きに病院 PFI をそれぞれの病院に定
着させようという立場で進み，2病院の PFI
担当に契約解除が必要との意向はほとんどなか
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った。特に，3回目は近江の契約解除が決まっ
た時期とも重なり，筆者は現場を無視して『契
約解除ありき』の検討が進んだとの認識を持っ
ている。この連絡会は短絡的に PFI 事業を導
入しても運営・経営が良くならないなどの病院
PFI への批判の声に，先行 PFI 病院として後
続 PFI 病院のため，問題点を整理していく必
要があるとの問題意識を共有し設置されたもの
である。その議論の中で共有されたのが，病院
PFI の成功の鍵は，病院側と SPC の双方が成
長することにあるというものであった。SPC
が力を付ければ，結果として実施企業も育ち，
意識が変わる。そうなることで，病院全体とし
て良くなるという前向きな議論であり，この考
えをベースにそれぞれの PFI 事業を機能させ
ようというものであったが，結果として 2病院
は契約解除に舵を切った。」13）と，当時の状況を
明らかにしている。
さらに，朴井（2016）は現在の PFI 病院間

のネットワークについても紹介している。「現
在 PFI 事業で整備・運営を始めている（略）
13 病院となり，試行錯誤を繰り返しながら，
着実に病院運営を進めている。また，『病院
PFI 連絡協議会』を設置し，年 1回担当者が
一堂に会し，モニタリングや SPC 機能のあり
方に加え，契約変更の状況やインセンティブの
あり方など，病院 PFI の充実に向けた議論や
情報共有を進めている。これらの病院に契約解
除の動きはなく，PFI 事業を機能させること
に全力を注いでいる。しかし，新規に PFI 事
業を病院運営に導入する動きは止まっている。
2病院が契約を解除したことで，病院 PFI は
経営悪化をまねく手法であり，運営を機能させ
ることは困難であるとの認識が広まり，PFI
事業を病院で導入しようという動きを鈍らせ
た。また，PFI 病院に対し厳しい視線が向け
られている。『PFI 事業での病院経営は大丈夫
か』『病院の運営を民間が適切にできるのか』
などの疑問がつきまとう。」14）と説明している。

これらの現場の意見が先行研究において充分
反映されていたか疑問があり，現場の実態に即
した検証とする必要がある。

②現場の実態に即した研究のために
そこで，現場の実態に即した研究になるよ

う，八尾市立病院が公表している資料を詳細に
みていくこととする。特に，八尾市立病院にお
ける PFI 事業に関する資料については，八尾
市立病院から公表されているものに加え，関係
省庁等が公表しているものがあり，比較的多く
の情報が容易に入手できる。
本稿では，PFI 事業に加え，医療経営・運

営に関するコンサルティング実績のあるコンサ
ルタントを第三者として，八尾市立病院が調査
を依頼し公表された 2度の PFI 事業導入の効
果検証報告（八尾市（2009）・八尾市（2015））
を活用する。また，八尾市議会に提出された資
料や，八尾市立病院を事例紹介している総務省
（2016）・内閣府（2016）総務省（2017）など
での調査報告を活用する。さらに，八尾市立病
院が 2017 年 3 月に次期維持管理・運営手法に
ついて「PFI 事業を選択することが望ましい」
とした八尾市（2017）も活用して分析してい
く。これら資料からみえてくるものを中心に検
証を試みる。

４．八尾市立病院の PFI 事業の検証

①八尾市立病院における運営面での公民の
パートナーシップ

佐野（2011）は「病院 PFI では，診療業務
を行政（病院）が担うため，行政サイドにはガ
バナンス機能を担う管理部門と診療業務を担う
医療現場という二部門が併存することになり，
これらと SPC による三者間の円滑な連携が求
められることになる。また，病院 PFI は，
SPC に高度で広範な業務が委ねられるため，
高い専門性を有する多種多様な民間主体の参
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加・協力が必要となり，SPC がこれら協力企
業（委託企業）を的確にマネジメントしていく
ことも要請される。このように，病院 PFI で
は，行政（管理部門，病院），SPC, SPC から
委託を受ける多数の協力企業など多様な主体が
参加することになり，これら関係者の高度で円
滑な連携が求められる」15）とし，図 2のとおり
のイメージ図を示している。そこでは，三者
（行政は管理部門と医療現場の二者に分かれ，
そこに PFI 事業者がもう一者である）がそれ
ぞれ別の主体として存在している図である。
もともと公立病院は病院内の管理部門と医療

現場との関係に加え，本庁管理部門と病院の関
係も，相互理解が難しいといわれている。そこ
に，民間事業者（SPC や協力企業等）が関わ
ることになる PFI 病院の主体間の連携の難し
さを佐野が指摘したものである。
しかし，これらの指摘は八尾市立病院の

PFI 事業のイメージと乖離がある。八尾市立
病院における PFI 事業の特徴を SPC は「病院
の一部門として，病院経営・病院運営に積極的
に参画し，SPC として可能な経営・運営課題
の改善に取り組み，本来の意味での『協働』に
つとめています」16）と説明している。そして，
病院の組織である診療局・看護部・事務局と同

列に SPC が存在している図 3のイメージ図を
示している。
また，SPC はホームページを活用するなど

により，「病院業務全般の情報を収集すること
で，運営の停滞を招かないよう院内各所からの
問い合わせ・要望に対して迅速かつ適切な対応
が可能となっています。SPC は病院と一体に
なり病院運営に当たります。病院方針・決定事
項は SPC を通じてスピーディに各企業の業務
に反映されます」17）という取り組み姿勢を示し
ている。SPC と協力企業は，病院の枠外に存
在しているのではなく，病院と一体で存在し，
病院の方針や決定に即して行動する姿勢がうか
がえる。
八尾市（2015）・内閣府（2016）で報告され

ている SPC と協力企業への院内ヒアリングで
は，長期契約のメリットをあげる協力企業が多
い。例えば，単年度（又は数年）契約の場合，
受託企業は契約ごとに人員確保をしなければな
らなくなり，そのための人材採用コストや細切
れの人材育成コストがコスト増の要因になると
されている。しかし，長期契約による PFI 事
業ではそれらを回避し，コスト削減できるとの
意見が聞かれる。それだけではなく，長期契約
はパートナーシップの構築に役立つとされてい

図 2 病院 PFI の特徴
出所：佐野（2011）
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る。具体的には，長期で業務に従事すること
で，私の病院という愛着が生まれやすい点や，
日々の業務を通じた交流から信頼関係が構築で
きる点からも，パートナーシップの構築につな
がるというものである。
また，包括契約のメリットをあげるヒアリン

グ結果からも，パートナーシップの構築が進む
ことがうかがえる。包括契約により，SPC を
介して他の業務などとの連携のしやすさをメリ
ットとしてあげる協力企業がある。これは，包
括契約であるからこそ，SPC を中心に民間側
で業務間の隙間を埋めようとする意識が作用す
るとのことであった。
一方，病院スタッフへのヒアリングでは，長

期契約を活かした改善に SPC が率先して取り
組みを進め，個々の業務で差があるものの，全
体としては非常によいとされている。また，
SPC と協力企業も医療安全活動やチーム医療
推進活動に参加し，病院一丸となった取り組み
に寄与しているとされている。なお，より高水
準でのサービス提供を求めたいとの声は公共側
にあるが，PFI 事業を否定的にとらえる声は
皆無であったとされている。
以上のとおり，公民のパートナーシップによ

る円滑な病院運営が実現されているという
SPC・協力企業・病院の共通認識が確認され

た。

②八尾市立病院の経営状況
日本医業経営コンサルタント協会（2008）は

「PFI が病院経営のすべての問題を解決するわ
けではない。例えば収益の向上に直接的に効果
のある手法ではないし，PFI を導入したから
といって，それだけで大幅な赤字が黒字転換す
るわけでもない」18）と指摘している。しかし，
先行研究が PFI 事業と病院事業会計の赤字を
結びつけたように，常に病院の経営状況に注目
が集まる。
八尾市立病院では PFI 事業の導入直後は経

営状況が最悪であった。このころの八尾市議会
の議論では，八尾市立病院の単年度純損失（赤
字）と PFI 事業に批判的な指摘が多かった。
しかし，PFI 事業の導入後 5年が経過した
2009 年ごろを境に経営状況は好転している。
八尾市立病院では，2009 年度を計画初年度と
する「八尾市立病院改革プラン（以下，改革プ
ラン）」が策定され，同年を改革元年と位置づ
け，取り組んだ成果と説明している。
この策定を進める院内委員会である健全化推

進会議には SPC が参画し，計画段階から実
施・進行管理まで，公民の協働で取り組まれて
いる。改革プランでは，「医療の質を向上させ

図 3 八尾市立病院の PFI の特徴
出所：八尾市立病院 HP

八尾医療 PFI 株式会社作成
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ることが結果として収益増につながり，健全経
営が達成される」という取り組み姿勢が掲げら
れている。そして，「健全経営と医療の質の向
上」という二兎を追う目標が設定されている。
この目標のもと，八尾市立病院に勤務する
PFI 事業に従事する職員を含む全ての職員一
丸となった取り組みが進められたと，改革プラ
ン取り組み後に総括されている。
現在は改革プランの後継計画である第 4期八

尾市立病院経営計画（以下，経営計画）により
取り組みが継続されている。その結果として，
図 4のとおり経営面では 2009 年に 11 億円を超
える単年度純損失（赤字）から 2011 年度に単
年度純利益（黒字）に転じている。そして，
2018 年度までの 8年間，単年度純利益（黒字）
が達成され，資金剰余額も増加している。
これらの成果から，全国自治体病院開設者協

議会及び公益社団法人全国自治体病院協議会が
実施している自治体立優良病院会長表彰を
2017 年度に受けている。同表彰制度は「地域
医療の確保に重要な役割を果たしており，か
つ，経営の健全性が確保されている病院を表彰
するため，昭和 61 年度から自治体立優良病院

表彰を行っております」19）と説明されている。
この受賞は健全経営の確保が全国的な公立病

院団体から認められたことを意味する。八尾市
立病院総長は受賞のスピーチで，PFI 事業が
健全経営にも寄与した旨をコメントしている。
PFI 病院は直接収益の向上に結びつくもので
はないとはいえ，このコメントから，経営面で
も PFI 事業に対するメリットを感じていると
いえよう。
さらに，2018 年度決算も約 9,900 万円の単年

度純利益を計上し，資金剰余額は 35 億 8,200
万円になっているとの報告がされており，2018
年度には総務大臣による優良病院表彰を受賞20）

するなど，健全経営が続いている。

５．結論～PFI 病院を否定的にとらえる
のは早計である～

ここまで「運営面における公民のパートナー
シップ」「病院の経営状況」という 2つの検証
の視点で八尾市立病院の PFI 事業についてみ
てきた。
先行研究等では契約解除事例にのみ注目し，

図 4 八尾市立病院の経営指標
出所：令和元年度八尾市立病院経営計画評価委員会資料より
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公立病院に PFI 事業を導入することに否定的
な見解が示されている。朴井（2016）はかつて
この状況に対し，「先行 2病院が契約を解除し
たことで，病院 PFI は経営悪化をまねく手法
であり，運営を機能させることは困難であると
の認識が広まり，PFI 事業を病院で導入しよ
うという動きを鈍らせた」21）との認識を示して
いる。また，この認識は公立病院の関係者や
PFI 事業に関する専門家の現場感覚として，
共有されるものと筆者はとらえている。
総括的にみると，八尾市（2015）において

は，「第 1世代として位置づけられる 3事例の
うち，2事例が契約解除となった中，後続の病
院 PFI 事業の参考事例となっているだけでな
く，PFI 事業の成功事例として，今後拡大が
想定される PFI 事業推進の旗振り役を期待さ
れている」22）とされている。
また，八尾市（2017）では PFI 事業に対し

「当院と PFI 事業者とのパートナーシップの構
築に基づく業務遂行」「PFI 事業の特徴（長期
契約，性能発注・包括発注）が活かされた業務
遂行」「サービス水準の維持」「当院職員の本来
業務への専念」「財政的な効果の確保」の 5点
について PFI 事業による効果・成果が得られ
ていると総括されている。そして，PFI 事業
の導入目的であった「医療サービスの向上」
「患者サービスの向上」「コストの縮減」は達成
されているとし，八尾市立病院の見解として示
されている。これらのことから，八尾市立病院
においては，PFI 事業導入を肯定的にとらえ
られており，契約解除事例とは正反対の評価と
なっていると結論づけられるであろう。
さらに，総務省（2016）は「『経済財政運営

と改革の基本方針 2015』（平成 27 年 6 月 30 日
閣議決定）において『国公立病院の経営改善等
について，優良事例の横展開を行う』とされた
ことを踏まえ，これまでの経営改革の優良事例
を紹介し横展開を図るため」を取りまとめられ
たものである。その中で，有識者（地方公営企

業等経営アドバイザー）からのコメントとして
八尾市立病院について，「PFI 事業と地方公営
企業法全部適用が良い結果に繋がった事例と言
える。従来の PFI 事業では，SPC は『将来費
用の担保』の傾向が見られたのに対し，此処で
は『現場と協働』の視点で『共に経営に参画』
している。また，第三者による『事業の効果検
証』と『結果公表』が行われる体制であること
で，病院側にも『任せきり』ではなく「自らチ
ェックする」役割が生まれ，その緊張感と，両
者のコミュニケーション顕密化による成果が表
れたのだと思う。SPC は『企業の経営ノウハ
ウを公立病院に植え付ける役割』が期待されて
おり，民活による公立病院効率化の都市型モデ
ルと言えよう。」23）として紹介し，病院運営面と
経営面に PFI 事業が寄与しているとの見方を
示し，肯定的に取り扱っている。
個別にみていくと，「運営面における公民の

パートナーシップ」については，八尾市立病院
において構築が進んでいる。病院の一部門とし
ての取り組み姿勢や病院運営への参画が院内ヒ
アリングでも確認されるなど，PFI 病院にあ
っても公民のパートナーシップによる円滑な運
営が可能であるといえよう。
PFI 病院の経営状況については，八尾市立

病院は健全経営を確保している。2017 年度と
2018 年度にはその成果として，総務大臣らに
表彰されていることからも，PFI 事業を公立
病院に導入したとしても，PFI 病院が経営を
必ず圧迫するとはいえないことが確認された。
以上のとおり八尾市立病院の PFI 事業につ

いては 2つの検証の視点における運用実態と経
営面の成果が確認された。このことからも，先
行研究の指摘が全ての PFI 病院にあてはまる
ものではないとの結論を導き出すことができた
といえよう。また，この結論は，契約解除 2事
例をもって PFI 病院を否定的にとらえること
が，早計な判断である可能性を秘めていること
を証したものといえよう。
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なお，本稿での研究の到達点は先行研究が契
約解除 2事例をもって導き出した PFI 病院へ
の否定的な見解が，全ての PFI 病院にあては
まるものではないことを明らかにしたところま
でである。他の PFI 病院とのベンチマーク比
較などを通じた研究には至っていない。今後，
これらの考察を行うことで，公立病院に PFI
事業が望ましい制度なのかを明らかにすること
ができると考えているが，このことは次の課題
としたい。

注

1） 内閣府が 2021 年 11 月に公表した「PFI の現状
について（PFI 事業の実施状況）」より
2） 本稿は，「PFI 病院」と表記しているところは，
PFI 事業を導入している公立病院のことである。
3） 座長として，公立病院改革ガイドライン
（2007）を取りまとめたとされており，「公立病院
ガイドラインでも実質的に否定されている病院
PFI である」と発言している。
4） 長（2013）90 頁
5） 長隆ホームページニュース 2010 年 10 月「今さ
ら！？ 愛媛県で病院 PFI 愛媛県立中央病院が
PFI で 2012 年の開院をめざしている」より
6） SPC とは，Special Purpose Company の略で，
特別目的会社のことである。PFI 事業では，共同
企業体（コンソーシアム）が新会社を設立して，
建設・運営・管理にあたることが多いとされる。
八尾市立病院の PFI 事業の場合，SPC として八
尾医療 PFI 株式会社が設立され，契約の相手方
となり，維持管理・運営にあたっている。
7） 佐野（2011）58 頁
8） 佐野（2011）58 頁
9） 佐野（2011）58 頁
10）入谷（2009）149 頁
11）松尾（2010）2 頁
12）堀見（2010）83～84 頁
13）朴井（2016）99 頁
14）朴井（2016）99～100 頁
15）佐野（2011）59 頁
16）八尾市立病院ホームページより
17）八尾市立病院ホームページより
18）日本医業経営コンサルタント協会（2008）30
頁

19）全国自治体病院協議会ホームページより。2017
年度は 12 病院が受賞している。
20）総務省ホームページによると，被表彰病院は，
全国自治体病院開設者協議会会長及び全国自治体
病院協議会会長から推薦のあった病院で，累積欠
損金がなく，過去 5カ年以上経常利益を計上して
いるものについて，経営の健全性，経営努力の状
況及び地域医療に果たしている役割を総合的に判
断し，決定されると示されている。2018 年度は 6
病院が受賞している。
21）朴井（2016）99 頁
22）八尾市（2015）86 頁
23）総務省（2016）181～194 頁
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